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新川崎都市景観形成地区の景観計画特定地区への移行及び 
景観形成方針・基準の改定（案）に対する意見の募集について 

■ 目 的  

新川崎都市景観形成地区の景観計画特定地区への移行及び景観形成基準の改定をします。 

それにあたり、パブリックコメントを実施し、幅広く市民の皆様の意見を募集します。 

■意見の募集期間 

 平成２７年７月１０日（金）から平成２７年８月１０日（月）まで ※消印有効 

■素案の閲覧場所 

 １ 川崎市役所 まちづくり局 計画部 景観･まちづくり支援課 

 ２ 各区役所、支所及び出張所の閲覧コーナー 

※ ホームページでも内容をご覧いただけます。 

■意見書の提出方法 

 御意見、住所、氏名、電話番号を記入し、下記の方法により、「まちづくり局 計画部景観･ま

ちづくり支援課」に提出してください。※意見を提出する様式は自由ですが、「意見書」も御活

用いただけます。 

 （１）郵 送 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地  

川崎市役所 まちづくり局 計画部 景観･まちづくり支援課 あて 

 （２）持 参 川崎市川崎区宮本町１番地（川崎市役所隣り明治安田生命ビル７階） 

 （３）ＦＡＸ ０４４－２００－０９８４ 

 （４）メール 市ホームページのパブリックコメント専用ページから所定の方法により送信 

 ※留意事項 

１ 意見書の住所、氏名及び電話番号は、意見の内容を確認させていただく場合があるため、記載

をお願いするものです。他の目的に利用せず、適正に管理します。 

  ２ お寄せいただいた御意見は、平成２８年１月頃に、住所、氏名等の個人情報を除き、内容を整

理又は要約した上で、御意見に対する本市の考え方を取りまとめてホームページ等で公表する予

定です。 

  ３ 電話での受付及び個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。 

  ４ 意見を提出できる方の範囲は、市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係

のある方とさせていただきます。（個人、団体を問いません）。

■お問い合わせ 

  川崎市役所 まちづくり局 計画部 景観･まちづくり支援課 電話044-200-3025 

資料３ 
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今後の予定 

平成27年  9 月 屋外広告物審議会への諮問・答申 

平成27年11月 都市計画審議会への意見聴取 

平成27年12月 都市景観審議会への諮問・答申 

平成28年  1月 新川崎景観計画特定地区の指定に係わる景観計画 

（景観形成方針・基準）の告示 

平成28年  4 月 新川崎景観計画特定地区 景観形成方針・基準の施行 

資料４
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景観計画特定地区景観形成方針・基準（案） 

新川崎地区

景
観
計
画
特
定
地
区
の
区
域

景
観
形
成
方
針

基
本
目
標

(1) 地域特性を活かした景観づくり 
(2) ゆとりと潤いのある街路景観づくり 
(3) コミュニティを育む景観づくり 
(4) まちの顔をつくる景観づくり 

方
針

(1) 地域の景観資源である加瀬山を活かした景観づくりを行う。 
(2) 地区に沿った鉄道からの視点に配慮した景観づくりを行う。 
(3) 創造のもりを中心とした、連続感のある緑のネットワークと、まとまりある緑の拠点
をつくり、潤いと彩りに溢れた景観づくりを行う。 

(4) 快適で一体感のあるヒューマンスケールによる街路景観づくりを行う。 
(5) 地区周辺住民等も利用できるオープンスペースや、店舗などを含めた生活利便施設を
活かした、賑わいと親しみのもてる景観づくりを行う。 

(6) 交通広場を中心とした地区としてのランドマーク性をもつ、まとまりある建物景観づ
くりを行う。 

(7) 研究開発や先端科学技術によるものづくり施設がもたらす、次世代型都市としての先
進性が感じられる景観づくりを行う。 

参考資料２ 
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行
為
の
制
限
（
建
築
物
又
は
工
作
物
の
形
態
意
匠
の
制
限) 

区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

施
設
計
画
・
建
築
物
等
の
デ
ザ
イ
ン

(1) 地区の顔にふさわしい個性ある施設デザインとするものとする。 
(2) 建築物の「裏」を感じさせないようにするものとする。 
(3) 電車の車窓からの景観に配慮するものとする。 
(4) 素材については、汚れにくいものや劣化しにくいもの等、美観の持続性に配慮するも
のとする。 

(5) 周辺市街地への圧迫感を低減するため、建築物の高さ等に応じて、適宜、壁面を後退
させるものとする。 

(6) 中・高層部は、分節化やスリットを設ける等により、圧迫感の低減や単調なイメージ
にならないよう努めるものとする。 

(7) 低層部は単調なイメージにならないよう、外装材等による変化あるデザインとし、ヒ
ューマンスケールを演出するものとする。 

(8) 街路沿いには、集会所やエントランスロビー等のコミュニティを醸成する施設を積極
的に設ける。 

(9) 建築物や付帯施設及び屋外設備類は、できる限り緑化等により修景し、緑豊かな街路
の演出に努めるものとする。 

(10) 駐車場やゴミ置き場等建築物の附帯施設は、外部から直接見えないよう位置や囲の配
置に配慮する。また、できる限り緑化等により修景し、周辺環境との調和に努めるも
のとする。 

(11) 屋外階段は、建築物と一体化してデザインするよう努めるものとする。 

(1) ハイテク産
業の先進性
や優れた企
業イメージ
を感じさせ
る洗練され
た外観とす
るものとす
る。 

(1) 片廊下等が
単調に連続
するデザイ
ンは避ける
ものとする。

(2) バルコニー
等は、建築物
と一体化さ
せたデザイ
ンとするも
のとする。ま
た、バルコニ
ー等に現れ
る物干しや
エアコンの
室外機等は、
周辺から見
えにくい工
夫をするも
のとする。 

(3) 商業施設等
は、賑わいや
楽しさを演
出するため、
外部から内
部の活動が
見えるガラ
ス等の素材
を多用する
とともに、明
るく軽快さ
を感じさせ
るデザイン
とするもの
とする。 

(1) も の づ く
り・研究開発
の拠点であ
るとともに、
市民文化創
造の促進地
区として、暖
かみの感じ
られる外観
とするもの
とする。 

(1) ハイテク産
業の先進性
や優れた企
業イメージ
を感じさせ
る洗練され
た外観とす
るものとす
る。 

(1) 片廊下等が
単調に連続
するデザイ
ンは避ける
ものとする。

(2) バルコニー
等は、建築物
と一体化さ
せたデザイ
ンとするも
のとする。ま
た、バルコニ
ー等に現れ
る物干しや
エアコンの
室外機等は、
周辺から見
えにくい工
夫をするも
のとする。 

(3) 商業施設等
は、賑わいや
楽しさを演
出するため、
外部から内
部の活動が
見えるガラ
ス等の素材
を多用する
とともに、明
るく軽快さ
を感じさせ
るデザイン
とするもの
とする。 
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外
壁
の
色
彩
に
関
す
る
制
限

街区全体で街なみに配慮した建築計画及び色彩計画を定めており、かつ、都市景観審 
議会専門部会の意見を聴いて市長が認めた場合、又は表面に着色していない自然石、木材、
土壁、ガラス等の素材自体が持つ色彩で、かつ、周辺の街なみと調和する場合においては、
以下の基準によらない色彩を使用できるものとする。 

(1) 新しさや先端性を感じさせる
街なみとなるよう、明るいモノ
トーンを基調とした色彩計画
とするものとする。 

(2) 建築物等の外壁の色彩は、マン
セル値で色相５ＹＲから５Ｙ
の範囲であり、明度３以上かつ
彩度１以下とするものとする。

(3) 建築物等の壁面の２０パーセ
ント未満の範囲で使用するア
クセントカラーについては、前
号の基準は適用しないものと
する。

(1) 新しさや先端性を感じさせる
街なみとなるよう、明るいモノ
トーンを基調とした色彩計画
とするものとする。 

(2) 建築物等の外壁の色彩は、マン
セル値で色相５ＹＲから５Ｙ
の範囲であり、明度３以上かつ
彩度１以下とするものとする。

(3) 建築物等の壁面の２０パーセ
ント未満の範囲で使用するア
クセントカラーについては、前
号の基準は適用しないものと
する。

(1) 「もり」と一
体化した潤
いと暖かみ
を感じさせ
る街なみと
なるよう、ア
ースカラー
を基調とし
た色彩計画
とするもの
とする。 

(2) 建築物等の
外壁の色彩
は、マンセル
値で色相５
Ｒから５Ｙ
の範囲であ
り、明度３以
上８未満か
つ彩度２以
下とするも
のとする。 

(3) 建築物等の
壁面の２０
パーセント
未満の範囲
で使用する
アクセント
カラーにつ
いては、前号
の基準は適
用しないも
のとする。

(1) 新しさや先端性を感じさせる
街なみとなるよう、明るいモノ
トーンを基調とした色彩計画
とするものとする。 

(2) 建築物等の外壁の色彩は、マン
セル値で色相５ＹＲから５Ｙ
の範囲であり、明度３以上かつ
彩度１以下とするものとする。

(3) 建築物等の壁面の２０パーセ
ント未満の範囲で使用するア
クセントカラーについては、前
号の基準は適用しないものと
する。

(1) 新しさや先端性を感じさせる
街なみとなるよう、明るいモノ
トーンを基調とした色彩計画
とするものとする。 

(2) 建築物等の外壁の色彩は、マン
セル値で色相５ＹＲから５Ｙ
の範囲であり、明度３以上かつ
彩度１以下とするものとする。

(3) 建築物等の壁面の２０パーセ
ント未満の範囲で使用するア
クセントカラーについては、前
号の基準は適用しないものと
する。

敷
地

敷
地
・
通
路
・
広
場
の
デ
ザ
イ
ン

(1) 広場等は、道路歩道部の設えとの連続性に配慮するものとする。 
(2) 道路境界には柵を設けないなど、開放感のある空間の演出に努めるものとする。 
(3) 道路境界部の舗装は、モノトーンを基調とする道路歩道部とのデザインの連続性に配
慮するものとする。

(1) 敷地境界部
には、低木
と高木をバ
ランス良く
配置した立
体感のある
緑地帯を設
け る も の
とする。

(1) 交通広場に
面する部分
は、壁面を
後退させる
など、市民
が利用でき
る空地を確
保するとと
もに、開放
的な空間と
なるよう整
備するもの
とする。

(1) 地区内の緑
の中心地と
して、積極
的な緑化を
図り、かつ、
多彩な樹種
をより自然
に近い状態
に配置する
ことで、緑
豊かな「も
り」を形成
するよう努
め る も の
とする。 

(2) 多様な市民

(1) 敷地境界部には、低木と高木
をバランス良く配置した立体
感のある緑地帯を設けるもの
とする。
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活動が展開
で き る よ
う、空地を
確保すると
ともに、舗
装 の 設 え
は、「もり」
と一体化す
るアースカ
ラーを基調
とするもの
とする。 

照
明
の
デ
ザ
イ
ン

(1) 屋外照明は、敷地内に暗がりをなくすよう配慮するとともに、外構デザインと調和す
るよう効果的に配置し、夜間の景観の演出に努めるものとする。 

(2) 光源の眩しさを考慮して、なるべく光源が直接見えないよう努めるものとする。 
(3) 建物の外構に設置される屋外照明で道路から視認されるものは、演色性が高く、かつ、
暖かみの感じられる光源（色温度２，０００から４，０００ケルビン程度）を基調と
するものとする。 

み
ど
り
の
デ
ザ
イ
ン

(1) 建築物を引き立てるとともに、四季の移ろいを感じるよう多彩な樹種を選択するよう
努めるものとする。 

(2) 創造のもりを中心として周辺と繋がる「緑と憩いの軸」と、この軸と市街地とのつな
がりをもたせる「緑と憩いの拠点」づくりに配慮して、積極的に歩道状空地や街路に
面する建築物等を緑化することで、緑あふれる開放的な空間となるよう努めるものと
する。 

道
路
・
交
通
広
場
等
の
公
共
用
地

道
路
・
交
通
広
場
等
の
デ
ザ
イ
ン

(1) 広場等は、道路歩道部の設えとの連続性に配慮するものとする。 
(2) 道路歩道部の舗装は、モノトーンを基調とするものとする。 

照
明
の
デ
ザ
イ
ン

(1) 光源の眩しさを考慮して、なるべく光源が直接見えないよう努めるものとする。 
(2) 屋外照明は、演色性が高く、かつ、暖かみの感じられる光源（色温度２，０００から
４，０００ケルビン程度）を基調とするものとする。 

み
ど
り
の
デ
ザ
イ
ン

(1) 四季の移ろいを感じるよう多彩な樹種を選択するよう努めるものとする。 
(2) 創造のもりを中心として周辺と繋がる「緑と憩いの軸」と、この軸と市街地とのつな
がりをもたせる「緑と憩いの拠点」づくりに配慮し、街路樹による連続した緑の軸を
形成するよう努めるものとする。 

【適用除外】
次の各号に該当する場合で、景観形成方針と合致しており、かつ、周辺の景観形成に支障がないと
認められる場合は、建築物又は工作物の形態意匠の制限を適用しないものとする。 
(1) 法令によって規定された表示方法によって表示し、又は設置することが義務付けられている 
場合 

(2) 一般の歩行者が、道路、公開空地等から容易に望めない部分の場合 
(3) その他市長が認める場合  
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屋
外
広
告
物
に
関
す
る
行
為
の
制
限

区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

定
義

(1) 「設地階」とは、地上又は歩行者デッキ（以下「接地面」という。）に接している階をい
う。 

(2) 「壁面看板」とは、建築物又は工作物（以下「建築物等」という。）の壁面に対して平面
的に広告表示するもののうち、「壁面広告幕」、「窓面広告物」及び「地上設置広告物」を
除いたものをいう。 

(3) 「壁面広告幕」とは、布、ビニール等に広告表示し、建築物等の壁面に対して平面的に取
り付けたものをいう。ただし、壁面に取り付けられた枠等に固定されたものは、壁面看板
とみなす。 

(4) 「窓面広告物」とは、窓面の外側に広告表示するものをいう。 
(5) 「窓裏広告物」とは、屋内の広告物のうち、窓面の裏側又は窓に近接した屋内に取り付け
ることにより、屋外に対して広告表示するものをいう。 

(6) 「枠付懸垂幕等」とは、「壁面看板」のうち、建築物等の壁面に取り付けられた枠に固定
された布、ビニール等に広告表示するものをいう。 

(7) 「袖看板」とは、建築物等の壁面に取り付けられた工作物の突出面に広告表示するものを
いう。 

(8) 「バナーフラッグ」とは、建築物等の壁面から突出した棒状の工作物に取り付けられた布、
ビニール等に広告表示するものをいう。 

(9) 「地上設置広告物」とは、接地面の地盤又は床に固定した工作物等に広告表示されるもの
をいう。 

(10) 「立看板等」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て
掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件（これらを支える台を含
む。）をいう。 

(11) 「広告旗」とは、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すこ
とができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗（これらを支える台
を含む。）をいう。 

(12) 「置看板」とは、接地面に接した床に固定させることなく自立して置かれた工作物等に広
告表示されるもののうち、「立看板等及び広告旗」を除いたものをいう。 

(13) 「屋上広告物」とは、建築物の上部に設置された工作物等に広告表示するものをいう。 
(14) 「仮設広告物」とは、表示期間が９０日を超えないものをいう。ただし、壁面に取り付け

られた枠等に固定されたもので、枠の設置期間が９０日を超えるものを除く。 

下
記
の
各
項
目
に
共
通
す
る
事
項

配
置

広告物は、できる限り集約化し、抑制に努めるとともに、位置や大きさを揃える等、
乱雑にならないような配置を工夫するものとする。

デ
ザ
イ
ン

(1) 電車の車窓からの景観に配慮した広告物を設置するものとする。 

(2) 広告物のデザインは、色数及び文字数を可能な限り少なくするとともに、文字又は
図形の形状若しくは配置が乱雑にならないように配慮し、シンプルで洗練されたデ
ザインとなるよう工夫するものとする。 

表
示
内
容

広告物の表示内容は、自家広告物に限るものとする。 

形
状

広告物の形状は、切文字式とすることを推奨するものとする。

照
明

広告物は、点滅し、又はネオン管、ＬＥＤ等を露出する装置は使用しないものとする。



6 

色
彩
・
文
字
の
デ
ザ
イ
ン

色
彩

(1) 広告物に使用する色彩は、原則として３色以内とし、蛍光色は使用しないもの
とする。また、広告物に使用する色彩の中に明度４以上かつ彩度４以上の色彩
が含まれる場合は、広告物に使用する色彩の数を２色以内とするよう努めるも
のとする。 

(2) 広告物の「地」の部分には、明度４以下又は彩度４以下の色彩を使用すること
を推奨するものとする。ただし、やむを得ず広告物の「地」の部分に明度４か
つ彩度４を超える色彩を使用する場合は、次の各号に掲げる範囲内とするよう
努めるとともに、広告物の文字の部分に使用する色彩を明度４以下又は彩度４
以下とするよう努めるものとする。 
ア 色相０Ｒから９．９Ｒの範囲であり、明度５以下かつ彩度１４以下、又は明
度７以下かつ彩度８以下 

  イ 色相０ＹＲから９．９ＹＲの範囲であり、明度６以下かつ彩度１４以下、又
は明度７以下かつ彩度８以下 

  ウ 色相０Ｙから２．４Ｙの範囲であり、明度８以下かつ彩度１４以下 
  エ 色相２．５Ｙから９．９Ｙの範囲であり、明度７以下かつ彩度１０以下 
  オ 色相０ＧＹから９．９ＧＹの範囲であり、明度７以下かつ彩度１０以下 
  カ 色相０Ｇから９．９Ｐの範囲であり、明度５以下かつ彩度１０以下、又は明

度７以下かつ彩度８以下 
  キ 色相０ＲＰから９．９ＲＰの範囲であり、明度５以下かつ彩度１２以下、又

は明度７以下かつ彩度８以下 
(3) 第１号及び第２号に掲げる基準において、色相及び彩度が共通し、明度のみが
異なる色彩は、１色とみなすものとする。また、第１号及び第２号に掲げる基
準において、アクセントとして小さい面積（文字として使用する場合は文字面
積の１５パーセント以下、文字以外の部分で使用する場合は文字以外の部分の
面積の１５パーセント以下とし、かつ、その合計が広告面積の１５パーセント
以下であるものに限る。）で使用する色彩、会社名等に係るロゴタイプ（図形
として一体的にデザインされ、かつ、原則として、色彩、字体を含めた図形と
して商標登録されたもの。）として使用する色彩及び写真等（乱雑でないもの
に限る。）の一部として使用する色彩で市長が認めた場合については、適用し
ないものとする。 

文
字

(1) 広告物の文字面積は４０パーセント以下とするとともに、原則として、広告物
の文字面積の３分の２以上の部分を８文字以下（会社名等の単一の固有名称を
使用する場合で、当該固有名称の文字数が８文字を超える場合は、当該固有名
称の文字数とする。）の単一の文節で構成するよう努めるものとする。ただし、
広告物の文字面積を２０パーセント以下とした場合は、この限りでない。 

(2) 第１号に掲げる基準において、広告物の文字面積の１０分の９以上の部分を４
文字以下の単一の文節で構成し、文字の大きさ、色、字体及び文字の水平方向
又は垂直方向の位置を揃える等、一定のまとまりを持たせて配置した場合は、
広告物の文字面積を５０パーセントまで拡大できるものとする。 

(3) 第１号に掲げる基準において、広告物の文字数を４文字以下の単一の文節で構
成し、文字の大きさ、色、字体及び文字の水平方向又は垂直方向の位置を揃え
る等、一定のまとまりを持たせて配置した場合は、広告物の文字面積を６０パ
ーセントまで拡大できるものとする。 

(4) アルファベット等の音素文字等の場合は、第１号、第２号及び第３号に掲げる
基準に係る文字数の算出を行う際に、文字数に２分の１を乗じて計算できるも
のとする。 

(5) 第１号、第２号、第３号及び第４号に掲げる基準は、枠付懸垂幕等、仮設広告
物又は接地範囲に設置する２平方メートル以下の広告物については、適用しな
いものとする。 
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壁
面
看
板
・
壁
面
広
告
幕

(1) 壁面広告幕は、設置しないものとする。ただし、仮設広告物は除くものとする。 
(2) 中高層階に設置する壁面看板については、遠景、中景を意識した色彩とし、建築物の３階
以上に設置する壁面看板に使用できる色彩は、次の各号に掲げる範囲内とするものとす
る。ただし、切文字式とする場合又は写真等（乱雑でないものに限る。）の一部として使
用する色彩の場合はこの限りではない。 

  ア 色相０Ｒから９．９Ｙの範囲は彩度１０未満 
  イ 色相０ＧＹから９．９Ｇの範囲は彩度８未満 
  ウ 色相０ＢＧから９．９Ｂの範囲は彩度６未満 
  エ 色相０ＰＢから９．９Ｐの範囲は彩度８未満 
  オ 色相０ＲＰから９．９ＲＰの範囲は彩度９未満 
(3) 建築物の２階以下に表示し、又は設置する壁面は、大きさ及び設置する高さを統一し、か
つ、縦の長さを１．０メートル以下とするものとする。 

同一壁面を利
用するすべての
壁面看板の面積
は、合計で５平方
メートル以下と
し、かつ、壁面の
全面で利用する
すべての壁面看
板の合計の面積
は、１５平方メー
トル以下とする
ものとする。ただ
し、事務所、研究
所の用途に供す
る施設で、自己の
氏名、名称、商標
等を掲出する壁
面看板又は建築
物の接地階に表
示し、若しくは設
置する壁面看板
の面積は算入し
ないものとする。 

接地階以外に
設置する壁面看
板の面積合計
は、当該広告物
を設置する壁面
の接地階以外の
部分の面積の
５％以下とする
ものとする。 

同一壁面を利用するすべての壁面看板の面積は、合計
で５平方メートル以下とし、かつ、壁面の全面で利用す
るすべての壁面看板の合計の面積は、１５平方メートル
以下とするものとする。ただし、事務所、研究所の用途
に供する施設で、自己の氏名、名称、商標等を掲出する
壁面看板又は建築物の接地階に表示し、若しくは設置す
る壁面看板の面積は算入しないものとする。 

窓
面
広
告
物

・
窓
裏
広
告
物

(1)窓面広告物は、設置しないものとする。 
(2)窓裏広告物は、窓裏に直接貼り付けて表示しないものとする。 
(3)窓裏広告物の面積（切文字の場合は、その面積に２分の１を乗じて計算する。）の合計は、
当該窓面積の５０パーセント以下とするものとする。 

枠
付
懸
垂
幕
等

枠付懸垂幕等は、設置しないものとする。 

袖
看
板

(1) 袖看板の設置は１箇所とし、上端は地上から５メートル以下、下端は地上から２．５メー
トル以上とするものとする。 

(2) 袖看板の規模は、縦および横の長さを０．９メートル以下とするものとする。 
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バ
ナ
ー
フ
ラ
ッ
グ

バナーフラッグの大きさは、横の長さ１メートル以下とし、地上からの高さを揃えて設置す
るものとする。 

地
上
設
置
広
告
物

(1) 地上設置広告物は、主要な出入口あたり１箇所（敷地の入口付近に設置する場合は、敷地
の出入口あたり１箇所）を基本とし、やむを得ず複数設置する場合は、できるだけ集約化
するとともに、大きさ及び位置を揃えるよう努めるものとする。 

(2) 地上設置広告物の規模は、縦の長さ４．５メートル以下、横の長さ１．２メートル以下と
するものとする。ただし、縦の長さ２．５メートル以下のものは、横の長さ４メートル以
下とすることができる。 

立
看
板
、
広
告
旗
及
び
置
看
板

(1) 置看板の規模は、縦の長さ１．２メートル以下、横の長さ０．９メートル以下とするもの

とする。 
(2) 立看板等及び広告旗は、設置しないものとする。ただし、入居募集又は仮設広告物で、規
模、色彩、設置位置について周辺の環境に配慮したものは除く。 

屋
上
広
告
物

屋上広告物は、設置しないものとする。ただし建築物の主たる壁面の垂直線上の上部に設け
る目隠しの工作物を利用して、自己の名称、店名又はそれに係わる商標を切り文字で表示する
場合は、壁面看板として扱うことができる。 

映
像
装
置

電光表示装置等により映像を映し出す広告物は、設置しないものとする。 

電
柱
等
利
用
広
告
物

電柱その他の柱類を利用する広告物又は掲出物件は設置しないものとする。ただし、電柱そ
の他の柱類の所有者若しくは管理者が管理する必要により表示し、若しくは設置する場合又は
住居表示、通学路表示、海抜表示、その他これらに類する公共的目的をもって単体で設置する
ものは、この限りではない。 

【適用除外】
次の各号に該当する場合で、景観形成方針と合致しており、かつ、周辺の景観形成に支障がないと
認められる場合は、屋外広告物に関する行為の制限を適用しないものとする。また、地区外の建築物
等に表示、又は設置された屋外広告物で、地区内に突出するものについては、屋外広告物に関する行
為の制限を適用しないものとする。 
(1) 法令によって規定された表示方法によって表示し、又は設置することが義務付けられている場 
  合
(2) 公共的目的をもって表示し、又は設置する場合 
(3) 道標等の誘導案内を目的として表示し、又は設置する場合 
(4) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による選挙運動のために表示し、又は設置する場合 
(5) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する場合 
(6) 即時に取り外し、又は取り付けができる方法で設置する場合で、表示面積が１平方メートル以下
の場合 

(7) 鉄道線路に直接面する部分に表示し、又は設置する場合 
(8) 一般の歩行者が、道路、公開空地等から容易に望めない部分に表示し、又は設置する場合 
(9) その他市長が認める場合 


